
議案第１５号  

 

   秦野市国民健康保険税条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 次の理由により、改正するとともに、字句の整理を行うものであります。 

(1) 被保険者数の減少及び一人当たり医療費の増加等による特別会計の財源 

  不足が見込まれることから、所得割率、均等割額及び平等割額を引き上げ

ること。 

(2) 子ども・子育て支援法の改正に伴い、子ども・子育て支援金制度が創設

されたことから、同制度に係る納付金を国民健康保険税に含めて課税する

こと。 
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秦野市条例第  号  

 

秦野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

秦野市国民健康保険税条例（昭和３０年秦野市条例第２６号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「（以下「介護納付金」と

いう。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の

規定による子ども・子育て支援納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」と

いう。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額（保険税のうち、国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（神奈川県の国民健康保険に関する特別会計に

おいて負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部

分に限る。）に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第３条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項 

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算 

定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、その世 

帯に属する１８歳以上被保険者（法第７０３条の４第３０項に規定する１８ 

歳以上の被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者 

均等割額を加算した額とする。ただし、その合算額が法第７０３条の４第 

３７項に規定する額を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課 

税額は、その額とする。 

第４条第１項中「１００分の７．２４」を「１００分の７．６９」に改める。 

第５条中「２５，１００円」を「２６，５００円」に改める。 

第６条中「２２，５００円」を「２３，７００円」に改める。 

第７条中「１００分の２．８４」を「１００分の３．１５」に改める。 

第８条中「９，２００円」を「１０，０００円」に改める。 

第９条中「８，１００円」を「８，８００円」に改める。 

第１０条中「１００分の２．８５」を「１００分の３．１５」に改める。 

第１１条中「１０，６００円」を「１１，６００円」に改める。 

第１２条中「６，１００円」を「６，７００円」に改め、同条の次に次の４

条を加える。 
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（子ども・子育て支援金納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第１２条の２ 第３条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に 

１００分の０．２９を乗じて算定する。 

（子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第１２条の３ 第３条第５項の被保険者均等割額は、子ども・子育て支援納付

金課税被保険者１人について１，１５０円とする。 

（子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る１８歳以上被保険者均等割

額） 

第１２条の４ 第３条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、子ども・子育

て支援納付金課税被保険者１人について５０円とする。 

（子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第１２条の５ 第３条第５項の世帯別平等割額は、１世帯について１，０００

円とする。 

第１６条第１項各号列記以外の部分中「並びに」を「、」に改め、「法第 

７０３条の４第２７項に規定する額を超える場合には、その額）」の次に「並

びに第３条第４項本文の子ども・子育て支援金納付金課税額からそれぞれの各

号キ、ク及びケに掲げる額を減額して得た額（その減額した額が法第７０３条

の４第３７項に規定する額を超える場合には、その額）」を加え、同項第１号

ア中「１７，５７０円」を「１８，５５０円」に改め、同号イ中 

「１５，７５０円」を「１６，５９０円」に改め、同号ウ中「６，４４０円」

を「７，０００円」に改め、同号エ中「５，６７０円」を「６，１６０円」に

改め、同号オ中「７，４２０円」を「８，１２０円」に改め、同号カ中 

「４，２７０円」を「４，６９０円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 被

保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について   

８０５円 

ク 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る１８歳以上被保険者均 

等割額 １８歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ３５円 

ケ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世

帯について ７００円 

第１６条第１項第２号ア中「１２，５５０円」を「１３，２５０円」に改め、 

同号イ中「１１，２５０円」を「１１，８５０円」に改め、同号ウ中 
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「４，６００円」を「５，０００円」に改め、同号エ中「４，０５０円」を

「４，４００円」に改め、同号オ中「５，３００円」を「５，８００円」に改

め、同号カ中「３，０５０円」を「３，３５０円」に改め、同号に次のように

加える。 

キ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 被

保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について   

５７５円 

ク 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る１８歳以上被保険者均 

等割額 １８歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ２５円 

ケ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世

帯について ５００円 

第１６条第１項第３号ア中「５，０２０円」を「５，３００円」に改め、同 

号イ中「４，５００円」を「４，７４０円」に改め、同号ウ中「１，８４０円」 

を「２，０００円」に改め、同号エ中「１，６２０円」を「１，７６０円」に

改め、同号オ中「２，１２０円」を「２，３２０円」に改め、同号カ中 

「１，２２０円」を「１，３４０円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 被

保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について   

２３０円 

ク 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る１８歳以上被保険者均 

等割額 １８歳以上被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について １０円 

ケ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世

帯について ２００円 

第１６条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 保険税の納税義務者の属する世帯に６歳に達する日以後の最初の３月３１

日以前である被保険者（以下この項において「未就学児」という。）がある

場合におけるその納税義務者に対して課する被保険者均等割額（その未就学

児につき算定した被保険者均等割額（前項の規定によりその被保険者均等割

額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

に限る。）は、その被保険者均等割額から、その被保険者均等割額に１０分

の５を乗じて得た額を減額した額とする。 
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３ 保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号） 

第５６条の８９第４項第１号に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」

という。）が属する場合におけるその納税義務者に対して課する所得割額 

（その出産被保険者につき算定した所得割額に限る。以下この項において同

じ。）及び被保険者均等割額（その出産被保険者につき算定した被保険者均

等割額（第１項の規定によりその被保険者均等割額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。以下この項におい

て同じ。）は、その所得割額及び被保険者均等割額から、その出産被保険者

の出産予定月（同令第５６条の８９第４項第２号に規定する「出産予定月」

をいう。以下この項において同じ。）の前月（多胎妊娠の場合には、３か月

前）から出産予定月の翌々月までの期間のうちその年度に属する月分につい

て、月割りをもって算定した所得割額及び被保険者均等割額を減額した額と

する。 

第１６条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）が属す

る場合には、その納税義務者に対して課する第３条第５項の被保険者均等割

額については、１８歳未満被保険者に係る被保険者均等割額を減額して得た

額とする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の秦野市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第１５号 秦野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

網掛け部分以外は、字句の整理によるものです。 

新 旧 

（課税額） （課税額） 

第３条 前条の者に対して課する保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

第３条 前条の者に対して課する保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

(1) 基礎課税額（保険税のうち、国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民健

康保険事業費納付金（以下「国民健康保険事業費納付金」と

いう。）の納付に要する費用のうち、神奈川県の国民健康保

険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確

保法」という。）の規定による後期高齢者支援金等（以下

「後期高齢者支援金等」という。）、介護保険法（平成９年

法律第１２３号）の規定による納付金（以下「介護納付金」

という。）及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第 

６５号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下「子 

ども・子育て支援納付金」という。）の納付に要する費用に 

充てる部分を除く。）に充てるための保険税の課税額をいう。 

(1) 基礎課税額（保険税のうち、国民健康保険に関する特別会

計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民健

康保険事業費納付金（以下「国民健康保険事業費納付金」と

いう。）の納付に要する費用のうち、神奈川県の国民健康保

険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確

保法」という。）の規定による後期高齢者支援金等（以下

「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９ 

年法律第１２３号）の規定による納付金（以下「介護納付金」 

という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充

てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。） 
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以下同じ。） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額（保険税のうち、国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用（神奈川県の国民健

康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支

援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

 

２－４ （略） ２－４ （略） 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健

康保険の被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額に、その世帯に属する１８歳以上

被保険者（法第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上の

被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保

険者均等割額を加算した額とする。ただし、その合算額が法第

７０３条の４第３７項に規定する額を超える場合においては、

子ども・子育て支援納付金課税額は、その額とする。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る所得割額） 

第４条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の

所得に係る法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合計額から同条第２項第１号に規定する金額を

控除した後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（第７条及

第４条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の

所得に係る法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合計額から同条第２項第１号に規定する金額を

控除した後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（第７条及
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び第１０条において「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に１００分の７．６９を乗じて算定する。 

び第１０条において「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に１００分の７．２４を乗じて算定する。 

２ （略） ２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額） （国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額） 

第５条 第３条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人につ

いて２６，５００円とする。 

第５条 第３条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人につ

いて２５，１００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額） （国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額） 

第６条 第３条第２項の世帯別平等割額は、１世帯について 

２３，７００円とする。 

第６条 第３条第２項の世帯別平等割額は、１世帯について 

２２，５００円とする。 

（後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額） （後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額） 

第７条 第３条第３項の所得割額は、後期高齢者支援金等課税被

保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の３．１５

を乗じて算定する。 

第７条 第３条第３項の所得割額は、後期高齢者支援金等課税被

保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．８４

を乗じて算定する。 

（後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割額） （後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第８条 第３条第３項の被保険者均等割額は、後期高齢者支援金

等課税被保険者１人について１０，０００円とする。 

第８条 第３条第３項の被保険者均等割額は、後期高齢者支援金

等課税被保険者１人について９，２００円とする。 

（後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額） （後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第９条 第３条第３項の世帯別平等割額は、１世帯について 

８，８００円とする。 

第９条 第３条第３項の世帯別平等割額は、１世帯について

８，１００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第１０条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の３．１５を乗じ

第１０条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．８５を乗じ
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て算定する。 て算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第１１条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税

被保険者１人について１１，６００円とする。 

第１１条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税

被保険者１人について１０，６００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第１２条 第３条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について

６，７００円とする。 

第１２条 第３条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について

６，１００円とする。 

（子ども・子育て支援金納付金課税被保険者に係る所得割額）  

第１２条の２ 第３条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得

金額等に１００分の０．２９を乗じて算定する。 

 

（子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る被保険者均等

割額） 

 

第１２条の３ 第３条第５項の被保険者均等割額は、子ども・子 

育て支援納付金課税被保険者１人について１，１５０円とする。 

 

（子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る１８歳以上被

保険者均等割額） 

 

第１２条の４ 第３条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、

子ども・子育て支援納付金課税被保険者１人について５０円と

する。 

 

（子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る世帯別平等割

額） 

 

第１２条の５ 第３条第５項の世帯別平等割額は、１世帯につい  
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て１，０００円とする。 

（保険税の減額） （保険税の減額） 

第１６条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対 

して課する保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額から 

それぞれの各号ア及びイに掲げる額を減額して得た額（その減 

額して得た額が法第７０３条の４第１１項に規定する額を超え 

る場合には、その額）、第３条第３項本文の後期高齢者支援金 

等課税額からそれぞれの各号ウ及びエに掲げる額を減額して得 

た額（その減額して得た額が法第７０３条の４第１９項に規定 

する額を超える場合には、その額）、第３条第４項本文の介護 

納付金課税額からそれぞれの各号オ及びカに掲げる額を減額し 

て得た額（その減額して得た額が法第７０３条の４第２７項に 

規定する額を超える場合には、その額）並びに第３条第４項本 

文の子ども・子育て支援金納付金課税額からそれぞれの各号キ、

ク及びケに掲げる額を減額して得た額（その減額した額が法第 

７０３条の４第３７項に規定する額を超える場合には、その額）

の合算額とする。 

第１６条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対

して課する保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額から

それぞれの各号ア及びイに掲げる額を減額して得た額（その減

額して得た額が法第７０３条の４第１１項に規定する額を超え

る場合には、その額）、第３条第３項本文の後期高齢者支援金

等課税額からそれぞれの各号ウ及びエに掲げる額を減額して得

た額（その減額して得た額が法第７０３条の４第１９項に規定

する額を超える場合には、その額）並びに第３条第４項本文の

介護納付金課税額からそれぞれの各号オ及びカに掲げる額を減

額して得た額（その減額して得た額が法第７０３条の４第２７

項に規定する額を超える場合には、その額）の合算額とする。 

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、法第３１４条の２第２項第１号に規定す

る金額（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者

（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、法第３１４条の２第２項第１号に規定す

る金額（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者

（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に
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係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に

規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控

除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入

金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この号に

おいて同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者

（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に

係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所

得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を

受けた者（年齢６５歳未満の者にあってはその公的年金等の

収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者

にあってはその公的年金等の収入金額が１１０万円を超える

者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の 

合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。） 

が２以上の場合にあっては、法第３１４条の２第２項第１号

に規定する金額にその給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯

に係る納税義務者 

係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に

規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控

除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入

金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この号に

おいて同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者

（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に

係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所

得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を

受けた者（年齢６５歳未満の者にあってはその公的年金等の

収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者

にあってはその公的年金等の収入金額が１１０万円を超える

者に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の 

合計数（以下この条において「給与所得者等の数」という。） 

が２以上の場合にあっては、法第３１４条の２第２項第１号

に規定する金額にその給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯

に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保

険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて １８，５５０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保

険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて １７，５７０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １６，５９０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １５，７５０円 
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ウ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割

額 後期高齢者支援金等課税被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について ７，０００円 

ウ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割

額 後期高齢者支援金等課税被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について ６，４４０円 

エ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額

 １世帯について ６，１６０円 

エ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額 

１世帯について ５，６７０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について ８，１２０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について ７，４２０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ４，６９０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ４，２７０円 

キ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について ８０５円 

 

ク 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る１８歳以

上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第２条第２項

に規定する世帯主を除く。） １人について ３５円 

 

ケ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について ７００円 

 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、法第３１４条の２第２項第１号に規定す

る金額（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、法第３１４条の２第２項第１号に規定す

る金額（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が
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２以上の場合にあっては、同号に規定する金額にその給与所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き３０５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前号に該当する者を除く。） 

２以上の場合にあっては、同号に規定する金額にその給与所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き３０５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保

険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて １３，２５０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保

険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて １２，５５０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １１，８５０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １１，２５０円 

ウ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割

額 後期高齢者支援金等課税被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について ５，０００円 

ウ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割

額 後期高齢者支援金等課税被保険者（第２条第２項に規

定する世帯主を除く。） １人について ４，６００円 

エ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額

 １世帯について ４，４００円 

エ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額

 １世帯について ４，０５０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について ５，８００円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について ５，３００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ３，３５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ３，０５０円 

キ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除
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く。） １人について ５７５円 

ク 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る１８歳以

上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第２条第２項

に規定する世帯主を除く。） １人について ２５円 

 

ケ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について ５００円 

 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、法第３１４条の２第２項第１号に規定す

る金額（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、同号に規定する金額にその給与所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き５６０，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、法第３１４条の２第２項第１号に規定す

る金額（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、同号に規定する金額にその給与所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き５６０，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保

険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて ５，３００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保

険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。） １人に

ついて ５，０２０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ４，７４０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について ４，５００円 

ウ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割

額 後期高齢者支援金等課税被保険者（第２条第２項に規

ウ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割

額 後期高齢者支援金等課税被保険者（第２条第２項に規
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定する世帯主を除く。） １人について ２，０００円 定する世帯主を除く。） １人について １，８４０円 

エ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額

 １世帯について １，７６０円 

エ 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る世帯別平等割額 

 １世帯について １，６２０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について ２，３２０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について ２，１２０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １，３４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯

について １，２２０円 

キ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 被保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について ２３０円 

 

ク 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る１８歳以

上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第２条第２項

に規定する世帯主を除く。） １人について １０円 

 

ケ 子ども・子育て支援納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について ２００円 

 

２ 保険税の納税義務者の属する世帯に６歳に達する日以後の最

初の３月３１日以前である被保険者（以下この項において「未

就学児」という。）がある場合におけるその納税義務者に対し

て課する被保険者均等割額（その未就学児につき算定した被保

険者均等割額（前項の規定によりその被保険者均等割額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割

２ 保険税の納税義務者の属する世帯に６歳に達する日以後の最

初の３月３１日以前である被保険者（以下この項において「未

就学児」という。）がある場合におけるその納税義務者に対し

て課する被保険者均等割額（その納税義務者の世帯に属する未

就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額

を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者
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額）に限る。）は、その被保険者均等割額から、その被保険者

均等割額に１０分の５を乗じて得た額を減額した額とする。 

均等割額）に限る。）は、その被保険者均等割額から、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める額を減額して

得た額とする。 

 (1) 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に

定める額 

 ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 

３，７６５円 

 イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 

６，２７５円 

 ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 

１０，０４０円 

 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

１２，５５０円 

 (2) 後期高齢者支援金等課税被保険者に係る被保険者均等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

 ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 

１，３８０円 

 イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 

２，３００円 

 ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 
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３，６８０円 

 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４，６００円 

３ 保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令（昭和２５年政

令第２４５号）第５６条の８９第４項第１号に規定する出産被

保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合におけ

るその納税義務者に対して課する所得割額（その出産被保険者

につき算定した所得割額に限る。以下この項において同じ。）

及び被保険者均等割額（その出産被保険者につき算定した被保

険者均等割額（第１項の規定によりその被保険者均等割額を減

額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等

割額）に限る。以下この項において同じ。）は、その所得割額

及び被保険者均等割額から、その出産被保険者の出産予定月

（同令第５６条の８９第４項第２号に規定する「出産予定月」

をいう。以下この項において同じ。）の前月（多胎妊娠の場合

には、３か月前）から出産予定月の翌々月までの期間のうちそ

の年度に属する月分について、月割りをもって算定した所得割

額及び被保険者均等割額を減額した額とする。 

３ 保険税の納税義務者の属する世帯に地方税法施行令（昭和 

２５年政令第２４５号）第５６条の８９第４項に規定する出産

被保険者（以下「出産被保険者」という。）がある場合におけ

るその納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割

額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあって

は、その減額後の被保険者均等割額）は、その所得割額及び被

保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

の各号に定める額を減額して得た額（その減額して得た額が、

第３条第２項ただし書、同条第３項ただし書及び同条第４項た

だし書に規定する額を超える場合には、その額）とする。 

 (1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 

 第４条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、 

出産被保険者の出産の予定日（地方税法施行規則（昭和２９ 

年総理府令第２３号）第２４条の３０の５に定める場合には、 

出産の日）の属する月（以下「出産予定月」という。）の前
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月（多胎妊娠の場合には、３か月前）から出産予定月の翌々

月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうちその

年度に属する月数を乗じて得た額 

 (2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 第５条に規定する被保険者均等割額の１２分の１

の額に、出産被保険者の産前産後期間のうちその年度に属す 

る月数を乗じて得た額として、次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ出産被保険者１人について次に定める額 

 ア 第１項第１号アに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 ２，５１０円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 ３，７６５円 

 イ 第１項第２号アに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 ４，１８４円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 ６，２７５円 

 ウ 第１項第３号アに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 ６，６９４円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 １０，０４０円 

 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 ８，３６７円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 １２，５５０円 

 (3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の所得割額 第７条の規定により算定した所得割額の 
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１２分の１の額に、出産被保険者の産前産後期間のうちその

年度に属する月数を乗じて得た額 

 (4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額 第８条に規定する被保険者均等割

額の１２分の１の額に、出産被保険者の産前産後期間のうち

その年度に属する月数を乗じて得た額として、次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ出産被保険者１人について次に定

める額 

 ア 第１項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 ９２０円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 １，３８０円 

 イ 第１項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 １，５３４円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 ２，３００円 

 ウ 第１項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 ２，４５４円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 ３，６８０円 

 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 ３，０６７円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 ４，６００円 

 (5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所

得割額 第１０条の規定により算定した所得割額の１２分の
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１の額に、出産被保険者の産前産後期間のうちその年度に属

する月数を乗じて得た額 

 (6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被

保険者均等割額 第１１条に規定する被保険者均等割額の 

１２分の１の額に、出産被保険者の産前産後期間のうちその

年度に属する月数を乗じて得た額として、次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ出産被保険者１人について次に定める

額 

 ア 第１項第１号オに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 １，０６０円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 １，５９０円 

 イ 第１項第２号オに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 １，７６７円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 ２，６５０円 

 ウ 第１項第３号オに規定する金額を減額した世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 ２，８２７円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 ４，２４０円 

 エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

 (ア) 単胎妊娠の場合 ３，５３４円 

 (イ) 多胎妊娠の場合 ５，３００円 

４ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に１８歳に達する日以後 

の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被 
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保険者」という。）が属する場合には、その納税義務者に対し 

て課する第３条第５項の被保険者均等割額については、１８歳 

未満被保険者に係る被保険者均等割額を減額して得た額とする。 

  

  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２ この条例による改正後の秦野市国民健康保険税条例の規定は、

令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令 

和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例に 

よる。 
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議案第１５号資料１  

 

   秦野市国民健康保険税条例の一部を改正することについて 

 

１ 背景 

  持続可能な制度を構築し、将来にわたり国民皆保険を堅持するため、平成 

３０年度に国民健康保険制度改革が行われ、国民健康保険に係る財政運営の

責任主体が都道府県になったことに伴い、神奈川県では、「神奈川県国民健

康保険運営方針」を策定し、将来の県内保険料（税）統一に向けて、令和８

年度までに一般会計からの決算補填目的の繰入金（以下「赤字繰入金」とい

う。）を解消する方針を定めました。 

  本市では、令和５年度決算における赤字繰入金は約２億１９４万円（被保

険者一人当たり５，９９９円）でしたが、令和６年度に１２．７２％の税率

改定を行ったことにより、令和６年度決算における赤字繰入金は     

約１億２８９万円（被保険者一人当たり３，２２５円）に減少し、令和７年

度では赤字繰入金が生じない見込みです。 

 しかしながら、少子超高齢化の進行や社会保険の適用拡大等に伴い、被保

険者数は減少していることに加え、医療の高度化等により、一人当たり医療

費は増加していることから、現行の税率等では、赤字繰入金が生じることが

予想されます。 

  また、令和８年度からは、子ども・子育て支援法の改正に伴い、子ども・ 

子育て支援金制度が創設されたため、医療給付費分、後期高齢者支援金等分 

及び介護納付金分に加え、子ども・子育て支援納付金分が課税されます。  

 これらのことから、国民健康保険制度の持続的かつ安定的な運営を構築す

るため、国民健康保険税率等の改定を行うものです。 

 

（本市の実績及び県内１９市順位）※順位は金額の高い順 

 令和４年度決算 令和５年度決算 令和６年度決算 

平均被保険者数 35,649 人 33,663 人 31,901 人 

医療費／人 415,975 円（13 位） 444,396 円（ 9 位） 460,305 円（ 6 位） 

現年度保険税調定／人 98,405 円（17 位） 96,235 円（18 位） 110,107 円（14 位） 

赤字繰入金／人 7,126 円（ 3 位） 5,999 円（ 6 位） 3,225 円（ 6 位） 
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２ 税率改定の水準 

(1) 改定率及び計画期間  

 改定率 １０．１７％（令和８年度及び９年度） 

(2) 税率改定案 

ア 医療給付費分 

  所得割 均等割 平等割 

現 行 7.24％ 25,100 円 22,500 円 

改定後 7.69％ 26,500 円 23,700 円 

差 0.45 ㌽ 1,400 円 1,200 円 

イ 後期高齢者支援金等分 

    所得割 均等割 平等割 

現 行 2.84％ 9,200 円 8,100 円 

改定後 3.15％ 10,000 円 8,800 円 

差 0.31 ㌽ 800 円 700 円 

ウ  介護納付金分 

  所得割 均等割 平等割 

現 行 2.85％ 10,600 円 6,100 円 

改定後 3.15％ 11,600 円 6,700 円 

差 0.30 ㌽ 1,000 円 600 円 

エ  子ども・子育て支援納付金分（新設） 

  所得割 均等割 平等割 

税率等 0.29％ ※1,200 円 1,000 円 

    ※１８歳未満の被保険者の均等割は全額軽減 

     軽減分は１８歳以上の被保険者が負担（一人当たり 50 円） 
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(3) 所得階層別の保険税額（５０歳２人世帯で算出） 

所得 現行 改定後 年間差額 月間差額 

700 万円 975,800 円 1,076,800 円 101,000 円(10.35%) 8,416 円 

600 万円 846,500 円 934,000 円 87,500 円(10.34%) 7,291 円 

500 万円 717,200 円 791,200 円 74,000 円(10.32%) 6,166 円 

400 万円 587,900 円 648,400 円 60,500 円(10.29%) 5,041 円 

300 万円 458,600 円 505,600 円 47,000 円(10.25%) 3,916 円 

200 万円 329,300 円 362,800 円 33,500 円(10.17%) 2,791 円 

145 万円（2 割軽減） 233,000 円 256,400 円 23,400 円(10.04%) 1,950 円 

99 万円（5 割軽減） 135,500 円 149,000 円 13,500 円( 9.96%) 1,125 円 

43 万円（7 割軽減） 37,800 円 41,500 円 3,700 円( 9.79%) 308 円 

(4)  被保険者数、事業費納付金及び充当財源の推移    単位：人、千円 

 R５決算 R６決算 R７決算見込 R８推計 R９推計 

被保険者数 33,663 31,901 30,588 29,569 28,672 

国保事業費納付金 4,826,959 4,636,891 4,369,892 4,515,875 4,719,433 

財
源
内
訳 

補助金等 1,644,085 1,310,214 1,375,542 1,242,241 1,497,514 

現年度収納額 2,980,937 3,223,789 2,994,350 3,273,634 3,221,919 

赤字繰入金 201,937 102,888 0 0 0 

                    

 

３ 施行期日 

 令和８年４月１日 
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